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益
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団
法
人
西
川
口
法
人
会

第
12
回

定
時
総
会
開
催

　

令
和
６
年
５
月
21
日
（
火
）
川
口
駅
前

市
民
ホ
ー
ル
・
フ
レ
ン
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、

公
益
社
団
法
人
西
川
口
法
人
会
第
12
回
定

時
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

川
島
会
長
の
挨
拶
後
、
議
事
に
入
り
、

第
１
号
議
案
「
令
和
５
年
度
収
支
決
算
承

認
の
件
」
が
諮
ら
れ
、
原
案
通
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
報
告
事
項
で
は
、
理
事
会
承

認
事
項
で
あ
る
令
和
５
年
度
事
業
報
告
、

令
和
６
年
度
事
業
計
画
並
び
に
収
支
予
算

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
ご
来
賓
代
表
の

方
々
よ
り
ご
祝
辞
を
頂
戴
し
た
後
、
休
憩

を
挟
ん
で
第
二
部
で
は
、
埼
玉
県
警
サ
イ

バ
ー
局
の
小
野
警
部
補
に
よ
る
講
演
会

「
中
小
企
業
の
た
め
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
」
が
開
催
さ
れ
、
閉
会
後
に

は
懇
親
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

尚
、
受
賞
者
は
以
下
の
方
々
で
す
。

（
順
不
同
、
敬
称
略
）

加
入
勧
奨
特
別
表
彰

【
金
融
機
関
】

青
木
信
用
金
庫　
　

西
川
口
支
店
・
戸
田
支
店
・
飯
仲
支
店

川
口
信
用
金
庫　
　

仲
町
支
店

加
入
勧
奨
実
績
表
彰

【
役
員
・
会
員
】

○
本
会
加
入
勧
奨

細
田　

貴
良　

㈱
細
田
建
設

今
村　

仁
美　

Jinboom
W
eb

○
青
年
部
会
加
入
勧
奨

細
田　

貴
良　

㈱
細
田
建
設

佐
藤　

康
洋　

㈲
三
喬
電
機

土
屋　

寛
展　

土
屋
運
輸
㈱

飯
島　

智　
　

(同) 

飯
島
不
動
産

今
村　

仁
美　

Jinboom
W
eb

江
口　

文
章　

江
口
建
設
工
業
㈱

○
女
性
部
会
加
入
勧
奨

藤
井　

道
子　

藤
井
織
布
㈱

加
入
勧
奨
実
績
感
謝
状

【
金
融
機
関
】

埼
玉
り
そ
な
銀
行　

戸
田
支
店

　
　

同　
　
　
　
　

蕨
支
店

川
口
信
用
金
庫　
　

芝
支
店

青
木
信
用
金
庫　
　
芝
前
川
支
店
・
柳
崎
支
店

　
　

同　
　
　
　
　

並
木
町
支
店

　
　

同　
　
　
　
　

芝
支
店

　
　

同　
　
　
　
　

蕨
駅
前
支
店

埼
玉
懸
信
用
金
庫　

戸
田
支
店

【
提
携
生
損
保
推
進
員
】

大
同
生
命
保
険
㈱　
　

椎
木　

存
江

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
㈱　

土
屋　

樹
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田　

尚
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
原　

直
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川　

清
太

㈱
赤
坂
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

㈱
親
和
保
険

㈱
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

㈱
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
＆
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

福
利
厚
生
事
業
表
彰
状

【
役
員
】

細
田　

忠
良　

㈱
細
田
建
設

星　
　

宏
和　

㈲
宏
和
製
作
所

大
槻　

和
彦　

㈱
大
槻
工
務
店

池
水　

広
武　

㈱
ク
レ
オ
ン

細
田　

貴
良　

㈱
細
田
建
設

福
利
厚
生
事
業
感
謝
状

【
生
損
保
推
進
員
】

大
同
生
命
保
険
㈱　
　

堀
田　

悦
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
由　

栄
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
田　

麻
紀

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
㈱　

土
屋　

樹
生

㈱
日
興
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

㈱
総
合
保
険
・
富
士

ア
フ
ラ
ッ
ク
生
命
保
険
㈱

足
利
不
動
産
㈱

㈱
三
喜
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ョ
ン

㈱
ト
ー
ア

埼
玉
県
法
人
会
連
合
会
　
定
時
総
会

　

令
和
６
年
６
月
６
日
（
木
）
浦
和
ロ

イ
ヤ
ル
パ
イ
ン
ズ
ホ
テ
ル
に
て
第
11
回

定
時
総
会
が
開
催
さ
れ
、
西
川
口
法
人

会
よ
り
次
の
方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

【
全
国
法
人
会
総
連
合
会
功
労
者
表
彰
】

小
林　

典
郎　

㈱
ク
リ
ー
ン
シ
テ
ィ
ー

星　
　

宏
和　

㈲
宏
和
製
作
所
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当　年　度

100
133

15,171,400
2,458,449
16,246,378
473,730
390,001

34,740,191

33,396,702
4,405,408
37,802,110
△ 3,061,919

0
△ 3,061,919

0

0
0
0
0

△ 3,061,919
110,100

△ 3,172,019
32,472,346
29,300,327

13,881,400
13,881,400

△ 13,881,400
△ 13,881,400

0
0
0

0
0
0

29,300,327

前　年　度

100
175

15,542,750
1,564,365
16,239,931
714,956
56,681

34,118,958

29,259,492
3,274,850
32,534,342
1,584,616

0
1,584,616

0

0
0
0
0

1,584,616
108,200
1,476,416
30,995,930
32,472,346

14,613,800
14,613,800

△ 14,613,800
△ 14,613,800

0
0
0

0
0
0

32,472,346

増　　減

0
△ 42

△ 371,350
894,084
6,447

△ 241,226
333,320
621,233

4,137,210
1,130,558
5,267,768

△ 4,646,535
0

△ 4,646,535

0

0
0
0
0

△ 4,646,535
1,900

△ 4,648,435
1,476,416

△ 3,172,019

△ 732,400
△ 732,400
732,400
732,400

0
0
0

0
0
0

△ 3,172,019

（単位 : 円）
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

正味財産増減計算書（総括表）
公益社団法人西川口法人会

科　目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
受取会費
事業収益
受取補助金等
受取負担金
雑収益
経常収益計

(2) 経常費用
事業費
管理費
経常費用計
　評価損益等調整前当期経常増減額
　評価損益等計
　当期経常増減額

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計

(2) 経常外費用
固定資産除却損
　什器備品除却損
経常外費用計
　当期経常外増減額
　税引前当期一般正味財産増減額
　法人税、住民税及び事業税
　当期一般正味財産増減額
　一般正味財産期首残高
　一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
　受取全法連助成金
一般正味財産への振替額
　一般正味財産への振替額
　当期指定正味財産増減額
　指定正味財産期首残高
　指定正味財産期末残高

Ⅲ基金増減の部
　当期基金増減額
　基金期首残高
　基金期末残高

Ⅳ正味財産期末残高
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決算法人説明会（2月2日）
講師：西川口税務署担当官
会場：戸田市商工会館

社会保険・労働保険セミナー(2月5日)
テーマ「会社におけるハラスメント対応に
　　　  ついて」
講師：番匠宏次社労士　会場：川口リリア

決算法人説明会（3月5日）
講師：西川口税務署担当官
会場：フレンディア

青年部会公開講演会（3月7日）
テーマ「男女間のコミュニケーション術」
講師：小室友里氏
会場：フレンディア

令和5年度第３回理事会（3月14日）
会場：フレンディア

源泉所得税の基礎講座(4月15日)
講師：西川口税務署担当官
会場：西川口税務署　第二会議室

消費税・インボイス研修会（5月23日）
講師：西川口税務署担当官
会場：西川口税務署　第二会議室

青年部会租税教室(5月7日)
蕨市立南小学校
講師：土屋（写真）、星山さん、藤沼さん

青年部会租税教室(5月15日)
戸田市立戸田第二小学校
講師：丹野さん（写真）、土屋さん、
　　  細田さん、藤沼さん

青年部会租税教室(5月30日)
蕨市立塚越小学校
講師：星山さん（写真）、細田さん、飯島さん

女性部会租税教室(5月22日)
戸田市立喜沢小学校
講師：峰岸さん（写真）、中島さん

公益事業
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　８月は個人事業税第１期分の納期です。８月初めに納税通知書を
お送りしますので、忘れずに納税してください。
　個人事業税は、スマートフォン決済アプリ（PayPay、au PAY、
ｄ払い、楽天ペイ、PayB、ファミペイなど）から納税通知書の
「eL-QR」を読み取って納付することができます。
　また、地方税お支払サイトから、クレジットカードやインターネッ
トバンキングなどの方法での納付も可能です。
　なお、自動車税事務所の 4 支所（大宮、熊谷、所沢、春日部）の、
窓口での現金による納付の受付はできません。スマートフォン決済
アプリ、地方税お支払サイトや、コンビニエンスストアでの納付な
どをご利用ください。
　納税が困難な場合は、お早めに県税事務所へご相談ください。

個人事業税について詳しくは、お近くの県税事務所又は県税務課（電話０４８・８３０・２６６４）へ
お問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税（ＵＲＬ：https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html）」をご覧ください。

８月は個人事業税第１期分の納期です。
　個人事業税の納税には、口座振替が
ご利用いただけます。口座振替を利用
されますと、納期最終日に金融機関が
自動的に振替納税いたしますので、納
期の都度納税に出向く手間も省け、
うっかり納税を忘れるといった心配も
ありません。お申込みの手続は、納税
通知書に同封されているハガキで簡単
に行うことができますので、是非ご利
用ください。
　なお、８月末までにお申込みをされ
た方は、第２期（１１月が納期）分か
ら口座振替をすることができます。

納税は、安全・便利・確実な
口座振替で！

県税からのお知らせ県税からのお知らせ

全法連女性部会連絡協議会全国大会
（4月18日）
開催地：広島市

令和６年度第1回理事会（4月18日）
会場：フレンディア

青年部会役員会（4月23日）
会場：戸田市商工会館

女性部会役員会（5月27日）
会場：蕨商工会議所

女性部会新春研修会(2月6日)
会場：銀座アスター川口賓館

日帰り研修会（2月15日）
研修地：警視庁本庁舎他

総務委員会（3月8日）
会場：川口リリア

監査会(4月10日)
会場：西川口法人会事務局

県連青年部会連絡協議会親睦ゴルフ
(4月10日)
会場：平成倶楽部鉢形城コース

共益事業
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代　表

小林　希夢さん

社会保険労務士のぞむ事務所

会社設立
　1952年6月12日

代表取締役社長

原田　真理生さん

㈱原田伸銅所

こんにちは！（会員紹介）

住　　所
埼玉県戸田市本町4-4-6 TBC209
（☎ 090-8199-2217）

出身地・趣味・特技等
　育ちは埼玉県北足立郡吹上町（現：鴻巣市）で、平成18年に板橋区舟渡へ転居、平成30年に戸田市へ転居し
てまいりました。ＰＣ関係には強い方で、業務にあたっても自力でＲＰＡを構築し効率化を図るなどしており
ます。また、旅行は好きで、今はあまり行けておりませんが、学生時代は休みの度に国内のいたるところへ出
かけておりました。

会社理念・目標・モットー
「頼れる社外の人事部長」として、会社の経営をサポートいたします！
　人事・労務の分野は、最近法改正が頻繁でキャッチアップが難しく、奥が深い
専門性の高い業務です。事業主に課せられた義務も多く煩雑ではありますが、ト
ラブルの原因ともなりやすく、疎かにはできません。
　お忙しい経営者の方々が経営に専念していただけますようサポートいたします
ので、お気軽にご相談ください。

事業内容
　労務顧問、社会保険・労働保険手続代行、給与計算代行、就業規則の
作成・改定、助成金申請、研修・説明会・セミナーの講師や開催支援
など

会社設立経緯
平成23年　貸切バス会社にて運行・ダイヤ作成業務に従事
平成25年　路線バス会社にて運行・ダイヤ作成業務に従事
令和３年　社会保険労務士法人にて勤務

建設業を中心に幅広い業種の企業に対する労務相談対応・社会保険手
続業務に従事

令和６年　独立開業

住　　所
埼玉県戸田市本町5-9-25（☎ 048-441-5111）

会社設立経緯・沿革
1952年　株式会社原田伸銅所の創立
1964年　名古屋営業所開設
1966年　JIS表示許可認証
1994年　仙台工場第一期工事完成　新設溶解・鋳造工程稼働
1996年　轟事業所完成　HOT-DIPすずめっき事業開始
1999年　仙台工場第二期工事完成　新設焼鈍・圧延工程稼働、ISO9002（現

ISO9001:2015）認証取得
2002年　仙台工場第三期工事完成　新設連続焼鈍・仕上圧延工程稼働
2005年　ISO14001:2004（現ISO14001:2015）認証取得
2006年　本社社屋竣工
2008年　代表取締役社長に原田真理生が就任
2010年　仙台工場第四期工事完成　新設スリッター・自動倉庫稼働
2013年　中国販売会社：原田伸銅商貿（深圳）有限公司設立
2018年　地域未来牽引企業選定（経済産業省）
事業内容
　りん青銅の製造販売
　りん青銅は銅を主成分とし、これに錫を加え、りんで脱酸した有害成分を含ま
ない環境にやさしい合金です。非鉄金属素材としての特性をすべて兼ね備え、そ
れらが各々優れていることから、りん青銅は電子機器部品を中心にあらゆる分野
でご利用いただいています。
会社理念・目標・モットー
進化を続ける社会を「りん青銅」で支えています‼
　小型化、高速化、多機能化が進む最先端の電子機器。そこに組み込まれる多数の部品のために、安全で高品質
の金属素材を提供することが私たちの使命。
　りん青銅専業メーカーであることの強みを活かし、原田伸銅所は世界最高品質への挑戦を続け、豊かな社会づ
くりに貢献していきます。
出身地・趣味・特技等
出身地：埼玉県戸田市  趣味：ワイン

青年部会

戸田支部

会社設立
　令和6年3月1日
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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

[ 法人課税 ]１．中小企業向け賃上げ促進税制

令和６年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続
的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化
等が行われました。また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制
やイノベーションボックス税制が創設され、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられまし
た。加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等が行われるとともに、地域経済や中堅・中小企業
の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等
が行われました（令和６年度税制改正大綱より）。
法人会では、昨年９月に「令和６年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に
提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延長、事業承継税制の特
例承継計画提出期限延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

法人会提言 改正の概要

・中小企業向け賃上げ促進税制については、適用期限が
令和６年３月末日までとなっていることから、その延長を
求める。

・中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控
除率の上乗せ措置は教育訓練費の増加割合が５％以上
等である場合に適用できることとし、くるみんやえるぼし
（２段階目）以上の認定を受けた場合に税額控除率５％
を加算する措置を加え、５年間の繰越控除制度が設けら
れた上で、適用期限が３年延長されました。

１．相続税、贈与税の納税猶予制度
法人会提言 改正の概要

・特例承継計画の提出期限は１年間延長され、令和６年３
月末日までとなっているが、コロナ禍からの完全回復には
時間がかかるうえ、エネルギー価格が高止まりしているな
ど、中小企業を取り巻く環境は依然厳しい状況にある。
特例承継計画の提出期限等の延長を求める。

・法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計
画の提出期限が２年間延長されました。

１．森林環境税
法人会提言 改正の概要

・令和６年度から施行される森林環境税について、現在、
先行して別の財源を使って地方自治体に配分（令和５年
度は５００億円）されているが、その半分が使い残され基
金として積み立てられているとの指摘がある。これでは税
が有効に活用されているとは言い難く、配分方法のあり
方など、制度自体を抜本的に見直すべきである。

・森林環境譲与税に係る譲与基準について、「私有林人工
林面積」の譲与割合を５.５割（改正前:５割）、「人口」の
譲与割合を２.５割（改正前:３割）とする見直しが行われま
した。

[ その他 ]

[ 事業承継税制 ]

２．交際費課税

３．中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
法人会提言 改正の概要

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置に
ついては、損金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃し
全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合
は、令和６年３月末日となっている適用期限を延長する。

・中小企業の少額減価償却資産の特例について適用期限
が２年間延長されました。

４．中小企業等の設備投資支援措置
法人会提言 改正の概要

・「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は、令和
６年３月末日が適用期限となっていることから、適用期限
を延長する。

・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、中
小企業者が適用を受けた場合の税額控除率が見直され
た上で、適用期限が２年間延長されました。

法人会提言 改正の概要

・交際費課税の特例措置については、適用期限が令和６年
３月末日までとなっていることから、その延長を求める。

・交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金
額基準が１人当たり５，０００円以下から１万円以下に引
き上げられました。また、中小法人の特例措置に係る適用
期限が３年間延長されました。

－   7   －



国税庁 法人番号 7000012050002

源泉所得税の納付にも、
おススメ!！

自動ダイレクト
とは

e-Taxで申告等データを送信する際に、必要事項にチェックす

るだけで、各申告手続の法定納期限当日※に自動的に口座引

落しにより納付ができる、便利なダイレクト納付の方法です。

※ 法定納期限当日に申告手続をした場合は、翌取引日

利用可能な方

利用条件

次の全ての条件に該当する場合に利用できます。

● 令和６年４月１日以降、法定納期限が到来する申告手続

● 法定納期限内に申告手続をする場合

利用可能額

利用可能額

法定納期限当日に申告手続をする日 納税額

令和６年４月１日～令和８年３月31日 1,000万円以下

令和８年４月１日～令和10年３月31日 3,000万円以下

令和10年４月１日以降 １億円以下

法定納期限当日に申告手続をする場合、原則として、納税額

が下表の額を超えると自動ダイレクトを利用できませんので

ご注意ください。

※1 金融機関毎のダイレクト納付利用可能額は国税庁ホームページをご覧ください。

2 ご利用の金融機関のダイレクト納付利用可能額が上表よりも低い額となる場合は、

その額となります。

ダイレクト納付利用届出書を提出し、登録が完了している方

☞
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操作方法

e-Taxで申告等データを送信する画面で、「自動ダイレクト」の項目が表示されます

ので、チェックボックスにチェックを付けることで、自動ダイレクトの利用が可能とな

ります。

※ チェックを付けると、自動ダイレクトが利用可能か、e-Taxで判定します。

※ 各画面は、会計ソフトで異なります。

３

③確認してクリック！

● 納付区分番号通知を確認
自動ダイレクトが利用できる場合、
e-Taxに通知される「納付区分番
号通知」に「指定した期日に登録口
座から引き落としを行います。」と
表示されます。

● 納付日に自動引落し
法定納期限当日（又は翌取引日※）
に、自動で口座から引き落とされ
ます（操作は不要）。
※法定納期限当日に申告した場合

● 納付完了通知
納付が完了したら、e-Taxに「ダイ
レクト納付完了通知」が通知されま
す。

送信まで終わったら

２

1

①チェックボックスに
チェック！

②送信をクリック！

４
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■
公
的
年
金
制
度
の
役
割

■
長
生
き
リ
ス
ク
へ
の
備
え
は
公
的
年
金
が
ベ
ー
ス

■
40
年
働
い
て
そ
の
後
15
年
生
き
た
時
代
か
ら
、

45
年
働
い
て
そ
の
後
25
年
生
き
る
時
代
へ

■
払
込
保
険
料
と
、
受
給
総
額
を
考
え
て
み
る

786 号の答え
①桜（中上）
②欄干の擬宝珠（ぎぼし）（左中）
③炎（左中）
④忠信の目線（左中）
⑤袖の柄（右中）
⑥木のフシ（右中）
⑦足（中下）

［作者紹介］
神谷一郎（かみや・いちろう）
イラストレーター、デジタルイ
メージ会員、日本出版美術家連盟
会員など。専修大法学部卒後、漫
画プロダクションを経て漫画家
に。現在はフリーランスのイラス
トレーターとして、雑誌・広告・
ＷＥＢ等で活躍中。第３５回集英
社ＹＪ新人賞、第５１回講談社漫
画賞などを受賞。第４回デジタル
アートコンテスト佳作。著作に
「マニアックサイバー」（グラ
フィック社刊）。

＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
見つかりますかな？（答えは次号に掲載します）

退
職
後
の
お
金
②

公
的
年
金
は
長
生
き

リ
ス
ク
に
必
須

なかの社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
中野　由美子さん

　
国
民
年
金
保
険
や
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
公
的
年
金
制

度
の
役
割
は
、
大
き
く
3
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
老
後

の
所
得
補
償
」
で
す
。
二
つ
目
は
「
障
害
を
負
っ
た
場
合

の
所
得
補
償
」、
3
つ
目
は
「
死
亡
し
た
場
合
、
遺
族
へ

の
生
活
保
障
」で
す
。
こ
の
3
つ
を
す
べ
て
抱
合
し
た「
国

の
保
険
」
が
「
公
的
年
金
」
な
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
広
い

補
償
範
囲
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
期
間
や
額
を
保
障
で
き
る
保

険
は
民
間
で
は
設
計
で
き
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
公
的
年
金
制
度
の
役
割
の
う
ち
、今
回
は「
老

後
の
所
得
補
償
」
の
機
能
に
絞
り
話
を
進
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
公
的
年
金
が
長
生
き
リ
ス
ク
に
必
須
で
あ
る
最
大
の
理

由
は
「
終
身
保
険
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に

年
金
額
は
毎
年
変
動
し
ま
す
。
し
か
し
、
名
目
賃
金
変
動

率
・
物
価
変
動
率
だ
け
で
な
く
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

に
よ
る
調
整
も
行
わ
れ
る
た
め
、
前
年
に
比
べ
増
減
率
数

パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
範
囲
に
収
ま
る
の
で
す
。
そ
れ
を
生

き
て
い
る
限
り
、
総
額
の
上
限
な
く
受
給
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
、
こ
れ
が
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
で
す
。

　
も
っ
と
具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
公
的
年
金
額
の

受
給
月
額
が
、
今
の
会
社
員
の
給
与
額
に
比
べ
て
ど
う

だ
？
と
い
う
こ
と
も
気
に
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
投
資
と

同
様
、
自
分
の
払
っ
た
総
額
に
対
し
い
く
ら
受
給
で
き
る

の
か
？
を
考
え
て
み
る
と
、
見
え
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

20
歳
〜
60
歳
ま
で
会
社
で
働
き
退
職
し
65
歳
か
ら
年
金
を

受
給
し
た
と
し
ま
す
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
ザ
ッ
ク
リ
と
試
算

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
働
い
た
期
間（
40
年
間
＝
厚
生
年
金
保
険
の
加
入
期
間
）

の
「
平
均
年
収
が
4
8
0
万
円
」
だ
っ
た
場
合
、
本
人
が

払
い
込
む
保
険
料
総
額
は
概
算
で
約
1
7
6
0
万
円
で
す
。

今
回
は
、
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
月
収
の
平
均
額
が
30
万
円

で
、
ボ
ー
ナ
ス
が
4
カ
月
と
し
て
試
算
し
て
い
ま
す
。
こ

の
場
合
、
65
歳
か
ら
の
受
給
見
込
額
は
年
間
1
8
6
万
円

程
度
と
な
り
ま
す
の
で
、
10
年
受
給
す
れ
ば
払
い
込
ん
だ

総
額
を
上
回
り
ま
す
。
75
歳
以
上
長
生
き
す
れ
ば
元
金
を

回
収
で
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
し
て
「
総
額
上
限
は
な

し
」
！
長
生
き
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
お
得
」
に
な
る
保
険

で
す
。

　
引
退
後
の
生
き
る
時
間
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で

も
「
終
身
年
金
」
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
年
額
を
下

げ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
長
生
き
す
る
場
合
は

「
な
く
て
は
な
ら
な
い
土
台
」
で
あ
る
こ
と
も
変
わ
り
な

い
の
で
す
。

　
老
後
の
公
的
年
金
は
、
受
給
金
額
だ
け
で
生
活
を
支
え

る
も
の
と
い
う
性
質
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
長
生
き
時

の
生
活
の
一
定
の
水
準
を
支
え
る
土
台
と
考
え
る
と
良
い

で
し
ょ
う
。
各
人
の
生
活
水
準
に
よ
っ
て
不
足
す
る
場
合

は
、
そ
の
他
の
手
段
で
前
も
っ
て
備
え
る
と
い
う
方
法
が

お
勧
め
で
す
。
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【筆者紹介】井出留美（いで・るみ）
奈良女子大学食物学科卒、博士（栄養学/女子栄養大学大学院）、修士（農学/東京大学大学
院農学生命科学研究科）。ライオン、青年海外協力隊、日本ケロッグ広報室長等歴任。東日本大震
災食料支援での廃棄に衝撃を受け、㈱ｏｆｆｉｃｅ ３．１１を設立。食品ロス削減推進法成立に協力した。
『賞味期限のウソ』（幻冬舎新書）、『捨てないパン屋の挑戦』（あかね書房）など著書多数。

＜参考資料＞
※１　JFAコンビニエンスストア統計調査月報　（日本フランチャイズチェーン協会、2024年2月20日発表）　
※２　コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査について（公正取引委員会、2020年9月2日）　
※３　販売期限切れの弁当はどうなる？コンビニオーナー座談会でわかった「寄付は絶対しない」の理由とは（井出留美、Yahoo!

ニュースエキスパート、2017年10月13日）　
※４　なぜコンビニは「見切りするより食品を捨てた方が本部が儲かる」の？見切り販売をさせない３つの事例とは（井出留美、

Yahoo!ニュースエキスパート、2019年4月24日）　
※５　令和4年分　民間給与実態統計調査（国税庁）　
※６　事業系一般廃棄物ガイドブックp9（東京都世田谷区、2023年4月）
※７　一般廃棄物の排出及び処理状況等（令和３年度）について（環境省、2023年3月30日）

あなたはコンビニエンスストア（以下、コンビニ）でよく買い物しますか？　今では全国に５万
５６５７店舗のコンビニがあります※１。私も出張の時、コンビニにはその地域の地方新聞が売られ
ているので、よくお店をのぞいて買っています。
その名の通り便利なコンビニですが、公正取引委員会（以下、公取）が衝撃的なデータを発表し
ました。なんと大手コンビニ１店舗あたり、年間４６８万円の食品を捨てているというのです※２。
しかもこの値は平均値ではなく、中央値。もっと少ない店舗もある一方で、もっと捨てている店舗
もあることを示しています。
私は「Ｙａｈｏｏ！ニュース」で取材記事を書くため、２０１７年からコンビニの食品ロスの取
材をしてきました。できる限り食品ロスを減らすべく努力している加盟店オーナーがいらっしゃる
反面、１店舗で月に１２０万円以上、すなわち年間で１５００万円近くの食品を捨てているコンビ
ニもありました※３、※４。ですから公取の発表した「４６８万円」という値は自分の調査結果からも
納得いく数字でした。一方、国税庁が毎年発表している、民間組織に勤める人の平均年収は４５８
万円です※５。つまり、１人の人間が働いて得る年収以上に相当する食料を、たった１店舗のコンビ
ニで捨てているのです。
こんなに捨てても経営が成り立つ背景には、大手コンビニ特有のコンビニ会計があります。捨て
ても本部は損をしない会計システムだからです。ここで消費者が気づかなければならないのは、廃
棄にかかるコストは、店も払う一方、われわれも食料品価格として無意識のうちに払わされている
ということです。企業は廃棄コストを負担しなければなりませんが、赤字になってまで経営し続け
ることはできません。誰からお金をもらうのか？　客でしょう。
さらに、消費者が市区町村に納税した税金は、店で売れ残った食品を燃やして処分するためにも
使われている可能性があります。ほとんどの自治体では、コンビニやスーパーで売れ残った食品は、
「事業系一般廃棄物」として収集されるものの、最終的には家庭ごみと一緒に焼却処分する自治体
が多く、その処理には税金が使われています。たとえば東京都世田谷区の場合、１ｋｇあたり６３
円です※６。食品ロスを含む生ごみは、重量の８０％以上が「水」。燃えにくいものを燃やすために、
日本全体では一般廃棄物の処理に年間２兆１４４９億円もの税金が使われています※７。
税金は家計と同じです。限られた財源で、雇用や福祉、教育、医療などの費用をまかなっています。
食品ロスを日々の生活からなくしたら、どれだけの費用が他の有用なことに充当できるでしょうか。
家計も、税金も同じなのです。

年収より多く捨てる？！
１店舗４６８万円の食品を捨てる大手コンビニ

食品ロス問題ジャーナリスト　井出留美
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税金は毎日の生活の中でどのように役立っているのかということを小学生の

みなさんに知っていただき、理解と関心を深めていただくために実施いたします。

ぜい きん　　  まい にち　　 せい かつ　　 なか　　　　　　　　　　　　  やく  だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょう    がく せい

　　　　　　　　　　　 し　　　　　　　　　  　　　　　  り  かい　　 かん しん　　 ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じっ し

（例えば、税金で造られている建物・施設、税金で購入され
る物品、税金で行われている仕事など）

募集内容
1.テーマ

2.応募資格

付属の「専用はがき」または「官製はがき」に氏名等の必要事項
および税に関する絵を描いてご応募下さい。なお、官製はがきの場合、
必要事項をはがき表面に記入して下さい。また、描画素材は問いま
せん。文字や標語などの描き入れも可とします。
〔応募先・お問い合わせ先〕
〒３３２－００１５
埼玉県川口市川口２－９－１８　喜栄ビル２０１
公益社団法人西川口法人会女性部会
TEL　０４８－２５８－５８１１
URL http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/nishikawaguchi/

4.応募方法及び応募先

審査結果（入選作品）は当会ホームページまたは広報誌にて発表す
るとともに当会事務局を通じてご本人または学校に通知いたします。
　なお、優秀作品につきましては公益財団法人 全国法人会総連合
（女性部会）が実施するコンクールに出展します。

5.応募締切
小学6年生が対象です。

税に関する絵

令和６年９月３０日（月）

6.審　　査 全ての応募作品を複数の審査員により
公正に審査を行い選定いたします。

7.表彰・発表
⑴応募作品に関する権利は、ご応募と同時に主催者である法人会に
帰属します。

⑵応募作品の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
⑶応募作品は法人会ホームページやパンフレット等への掲載、または
法人会が行う事業において展示することがあります。

⑷応募者の個人情報は入選者等への連絡や表彰状の送付、展示など
「税に関する絵はがきコンクール」事業の実施のためにのみ使用し
ます。

〈主催〉　公益社団法人西川口法人会女性部会
　　　　公益財団法人　全国法人会総連合
〈後援〉　国 税 庁
　　　　埼玉県川口県税事務所、川口市、戸田市、蕨市
　　　　川口市、戸田市、蕨市教育委員会
　　　　川口市、戸田市、蕨市租税教育推進協議会
　　　　関東信越税理士会西川口支部

8.注意事項

3.応募点数 児童1人につき1点とします。

●【最優秀賞】西川口法人会女性部会長賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名
●西川口税務署長賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名
●埼玉県川口県税事務所長賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名
●市長賞（川口市、戸田市、蕨市）各１名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・計３名
●教育委員会教育長賞（川口市、戸田市、蕨市）各１名・・・・・・・計３名
●租税教育推進協議会長賞（川口市、戸田市、蕨市）各１名・・・計３名
●関東信越税理士会西川口支部長賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名
●西川口法人会長賞、青年部会長賞　各１名・・・・・・・・・・・・・・計２名
●西川口法人会支部長賞（西川口、戸田、蕨）各１名・・・・・・・・・計３名
●審査員特別賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名
●学校賞（応募率により金賞、銀賞、銅賞）

令和6年　公益社団法人 西川口法人会女性部会
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